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議案

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
平成２７年度山口県一般会計補正予算（第３号）についての意見の申出
について（報告承認）

教 育 政 策 課

2 学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について 高 校 教 育 課

3 文化財の県指定について
社 会 教 育 ・
文 化 財 課

4
公の施設に係る指定管理者の指定について（油谷青少年自然の家）
の意見の申出について（報告承認）

社 会 教 育 ・
文 化 財 課

5
公の施設に係る指定管理者の指定について（秋吉台青少年自然の家）
の意見の申出について（報告承認）

社 会 教 育 ・
文 化 財 課

6
公の施設に係る指定管理者の指定について（十種ヶ峰青少年自然の家）
の意見の申出について（報告承認）

社 会 教 育 ・
文 化 財 課

7
公の施設に係る指定管理者の指定について（由宇青少年自然の家）
の意見の申出について（報告承認）

社 会 教 育 ・
文 化 財 課

8
公の施設に係る指定管理者の指定について（埋蔵文化財センター）
の意見の申出について（報告承認）

社 会 教 育 ・
文 化 財 課
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報告事項

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
平成２８年度山口県公立小・中学校及び県立学校教職員人事異動方針に
ついて

教 職 員 課

2
平成２８年度(2016年度)山口県立学校職員(実習助手･寄宿舎指導員)採
用候補者選考試験の結果について

教 職 員 課

3 平成２８年度山口県公立高等学校等入学者選抜実施要領について 高 校 教 育 課
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平成２８年度山口県公立小・中学校及び県立学校教職員人事異動方針

山口県教育委員会

未来を拓くたくましい「やまぐちっ子」の育成のためには、地域とともにある学校づ

くりや特色ある学校づくりを推進し、社会総がかりで教育力の向上を図ることが必要で

ある。

このため、教職員人材育成基本方針に基づき、各学校において、教職員一人ひとりが

それぞれの資質能力の向上を図り、専門性を発揮しながら、確かな学力の育成や体力の

向上、生徒指導の充実、キャリア教育の推進などの諸課題に組織的かつ適切に対応でき

るよう、下記の点を踏まえ、厳正に人事の刷新を図り、全県的な視野に立って、適材を

適所に配置する。

記

１ 各学校の教職員については、専門性、現任校の勤務年数及び各学校の教職員構成等

を踏まえ、適切な配置を進める。

なお、同一校勤務が、小・中学校においては７年、県立学校においては１０年（小・

中学校採用者は７年）を超える者については、原則として異動を行う。

２ 校長、教頭等の管理職の採用・昇任に当たっては、多様な教職経験を有する者で、

教育目標の実現に積極的に取り組み、活力ある学校運営を行うとともに、教職員の資

質能力の向上のために指導力を発揮することができる人材を選任する。さらに、女性

管理職の採用・昇任に努める。

３ 新規採用者については、学校や地域の状況等を踏まえ、実践的指導力を高めること

ができるよう、計画的な配置を行う。

４ 地域間、小・中・高等学校と特別支援学校間等の人事交流を推進する。

特に、小・中学校においては、地域間及び規模の異なる学校間の交流を、また、高

等学校においては、全日制・定時制・通信制課程間、普通科・専門学科・総合学科高

校間及び普通科高校の地域間の交流を、さらに、特別支援学校においては、特別支援

学校間及び小・中・高等学校等との交流を積極的に行う。

報告事項１
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平成２８年度(2016年度)山口県立学校職員（実習助手・寄宿舎指導員）
採用候補者選考試験の選考結果について

教職員課

記

１ 概 要
実習助手志願者６４人のうち、５７人が受験し、選考の結果、６人を採用候補者名
簿の登載予定者としました。寄宿舎指導員については志願者１７人のうち、１６人が
受験し、３人を登載予定者としました。倍率は、実習助手が９．５倍、寄宿舎指導員
が５．３倍となりました。職種、選考区分、志願区分別の採用候補者名簿登載予定者
数、倍率等は、次のとおりです。

職種 選考区分 志願区分 志願者数 受験者数 登載予 倍 率
定者数

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

実習助手 一般選考 普通教科 ４１ ３６ ２ １８．０
（４１） （３２） （ ２ ） （１６．０）

農業 農芸化学・ ８ ８ １ ８．０
食品系 （ － ） （ － ） （ － ） （ － ）

工業 機械系 ９ ７ ２ ３．５
（１２） （１０） （ ３ ） （３．３）

化学工業系 ３ ３ １ ３．０
（ － ） （ － ） （ － ） （ － ）

身体障害者を対 一般選考の志願 ３ ３ ０ －
象とした選考 区分と同じ （ ３ ） （ ２ ） （ １ ） （２．０）

合 計 ６４ ５７ ６ ９．５
（６５） （５２） （ ９ ） （５．８）

寄宿舎 １７ １６ ３ ５．３
指導員 （ ７ ） （ ７ ） （ ２ ） （３．５）

注 ・（ ）内の数字は、昨年度のもの。

・昨年度分の合計については、昨年度実施した志願区分の人数等を合計したもの

であり、本年度実施していない志願区分を含む。

２ その他
教員採用予定者と同様、採用予定者を対象に着任するまでの心構え等について学ぶ研
修を、１２月２７日（日）、２８日（月）に実施します。

報告事項２
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平成２８年度（20１6年度）山口県立学校職員（実習助手・
寄宿舎指導員）採用候補者選考試験の実施について

教 職 員 課

１ 選考区分、志願区分、採用見込者数及び職務の概要

職種 選考区分 志願区分 採用 職 務 の 概 要
見込者数

普通教科 ２人程度
普通教科の実験又は実習につい
て、教諭の職務を助ける。

農 業 農芸化学・ １人程度 農業の実験又は実習について、
一 般 選 考 食品系 教諭の職務を助ける。

実 習 助 手
機械系 ２人程度

工業の実験又は実習について、
工 業 教諭の職務を助ける。

化学工業系 ２人程度

身体障害者を対 一般選考の志願区分 １人程度 一般選考の「職務の概要」と同
象とした選考 と同じ じ

特別支援学校の寄宿舎における
児童、生徒の日常生活上の世話

寄宿舎指導員 ２人程度 及び生活指導（食事、入浴等日
常生活全般に関わる指導）に従
事する。（夜間勤務有り。）

２ 受験資格
昭和４１年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた者
実習助手（農業・工業）については、別に資格要件が必要

３ 志願書類等の受付期間
平成２７年９月２４日（木）から１０月７日（水）まで

４ 試験の期日・場所
(1) 期 日 平成２７年１１月１日（日）
(2) 場 所 山口県セミナーパーク

５ 試験の内容
(1) 実習助手（普通教科）・寄宿舎指導員

教養試験、小論文、面接、適性検査
(2) 実習助手（農業・工業）

教養試験、専門教科試験、面接、適性検査

６ 採用候補者名簿登載予定者の発表等
(1) 日 時 平成２７年１１月２６日（木）午前９時
(2) 内 容 採用候補者名簿登載予定者の受験番号を掲載
(3) 場 所 山口県庁インフォメーションプラザ

山口県教育委員会の教職員課のホームページ

《参考》
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平成２８年度山口県公立高等学校等入学者選抜実施要領について

公立高等学校入学者選抜実施要領（概要）

１ 募 集

(1) 応募資格

次の各号のいずれかに該当する者が応募できる。

ア 中学校又はこれに準ずる学校（以下「中学校」という。）の卒業者
イ 平成２８年３月中学校卒業見込みの者
ウ 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９５条の各号のいずれ
かに該当する者

(2) 募集方法

募集は，第一次募集，推薦入学，連携型中高一貫教育に係る入学者選抜及び第二
次募集とする。
第二次募集は，第一次募集の選抜の結果，合格者が募集人員に満たない学校，学

科について実施する。
なお，体育コースは，学科として取り扱う。

(3) 通学区域

山口県公立高等学校（以下「高等学校」という。）全日制課程の通学区域は，「山
口県立高等学校全日制課程の通学区域に関する規則」及び「下関市立高等学校管理
規則」の定めるところによる。
なお，山口県立周防大島高等学校普通科及び地域創生科については，県外からも

募集を行い，県外から入学させることができる人数は，原則として両学科とも入学
定員の10％に相当する人数（一人未満の端数があるときは，これを切り上げた人数
とする。）以内とする。

２ 第一次募集

(1) 日 程

ア 志願登録の期間 ２月１２日（金）から２月１７日（水）午前１０時まで
イ 出 願 の 期 間 ２月２２日（月）から２月２５日（木）午前１０時まで
ウ 学 力 検 査 ３月 ８日（火）
エ 選抜結果の発表 ３月１６日（水）午前１０時

(2) 志願登録

第一次募集に出願しようとする志願者は，第一志願の課程・学科について，在学
又は卒業中学校の校長（以下「中学校長」という。）を経由して，志願先高等学校
の校長（以下「高等学校長」という。）宛てに入学志願の登録をする。

(3) 出 願

志願者は，２以上の学校に出願することはできない。ただし，同一の学校につい
ては，他の学科，他の課程又は本・分校を第二志願として出願することができる。

(4) 学力検査

ア 実施教科

国語，社会，数学，理科及び英語（英語

はリスニングテストを含む。）

イ 配 点

各教科とも５０点とする。

ウ 検査時間割

右の表のとおりである。

学力検査時間割表
時限 教科 検 査 時 間
１ 国語 9:00～ 9:50 (50分)

( 休 憩 )
２ 数学 10:10～11:00 (50分)
( 休 憩 )

３ 英語 11:20～12:10 (50分)
( 昼 食 )

４ 社会 13:00～13:50 (50分)
( 休 憩 )

５ 理科 14:10～15:00 (50分)

報告事項３
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(5) 定時制課程における特例措置

ア 定時制課程において，平成２８年４月１日現在，満１８歳以上の志願者で，特

例措置を希望する者については，学力検査を行わず，小論文でこれに代えることができる。

イ 特例措置を希望する志願者は，願書とあわせて，定時制課程特例措置申請書を

高等学校長に提出する。

(6) 面接・小論文・実技検査・学校指定教科検査

第一次募集において，面接・小論文・実技検査・学校指定教科検査を実施できる。

(7) 選 抜

選抜は，中学校長から送付された調査書その他必要な書類，選抜のための学力検

査の成績及び面接，小論文，実技検査，学校指定教科検査の結果等を資料として，

各高等学校，学科の教育を受けるに足る能力・適性等を判定し，高等学校長が行う。

３ 推薦入学

(1) 実施学校・学科及び募集人員

ア 推薦入学は，全日制課程において実施する。

イ 推薦入学を実施する際の募集人員は，次の表のとおりとし，この範囲内で高等

学校長が定める。

実 施 学 科 ・ コ ー ス 募 集 人 員

全 て の 学 科 ・ コ ー ス
入学定員の50％に相当する人数以内

（普通科体育コースを除く。）

普 通 科 体 育 コ ー ス 入学定員の75％に相当する人数以内

（注 いずれも一人未満の端数があるときは，これを切り上げた人数とする。以下同じ。）

ウ 山口県立周防大島高等学校普通科及び地域創生科について，推薦入学により

県外から入学させることができる人数は，原則として両学科とも入学定員の５％

に相当する人数以内とする。

(2) 日 程

ア 出 願 の 期 間 １月２８日（木）から２月２日（火）午前１０時まで

イ 面接等の実施日 ２月 ９日（火）（２月１０日（水）にも行うことが可能）

ウ 選抜結果の通知 ２月１７日（水）午前１０時以降に中学校長及び本人に通知

(3) 応募資格

ア 平成２８年３月中学校卒業見込みの者

イ 当該学校，学科・コ－スに対する適性及び興味・関心を有し，志願の動機，理

由が明白，適切であるとともに，当該学校，学科・コ－スの教育課程を修了する

に足る能力を有すること。

ウ 高等学校長が定める推薦要件を満たしていること。

(4) 出 願

志願者は，願書及び志願理由書を，出願の期間中に，中学校長を経由して，高等

学校長に提出する。

(5) 面接・小論文・実技検査

推薦入学において，面接を実施する。また，小論文・実技検査を実施できる。

(6) 選 抜

選抜は，中学校長から送付された推薦書，調査書，志願理由書及び面接，小論文，

実技検査の結果等を資料として，高等学校長が行う。
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４ 連携型中高一貫教育に係る入学者選抜

(1) 実施学校及び募集人員

連携型中高一貫教育に係る入学者選抜は，山口県立周防大島高等学校〔普通科・地

域創生科〕（以下「連携高等学校」という。）において実施する。

募集人員は，入学定員内とし，特に定めない。

(2) 日 程

ア 出 願 の 期 間 １月２８日（木）から２月２日(火)午前１０時まで

イ 面接等の実施日 ２月 ９日（火）（２月１０日(水)にも行うことが可能）

ウ 選抜結果の通知 ２月１７日（水）午前１０時以降に中学校長及び本人に通知

(3) 応募資格

周防大島町立久賀中学校，大島中学校，東和中学校及び安下庄中学校のいずれか

の中学校を平成２８年３月卒業見込みの者で，中高一貫教育における活動の記録を

提出できるもの

(4) 出 願

志願者は，願書及び活動の記録を，出願の期間中に，(3)の応募資格に掲げる中

学校の校長（以下「連携中学校長」という。）を経由して，連携高等学校の校長

（以下「連携高等学校長」という。）に提出する。

(5) 面接・小論文

連携型入学者選抜において，面接及び小論文を実施する。

(6) 選 抜

選抜は，連携中学校長から送付された活動の記録及び面接，小論文の結果等を資

料として，連携高等学校長が行う。

５ 第二次募集

(1) 実施学校・学科及び募集人員

第二次募集を実施する学校，学科及び第二次募集に係る募集人員等は，

３月１６日（水）に県教育委員会が発表する。

(2) 日 程

ア 出 願 の 期 間

全日制課程 ３月１７日（木）～３月２２日（火）午後２時まで

定時制課程 ３月１７日（木）～３月２５日（金）正午まで

イ 面接等の実施日

全日制課程 ３月２３日（水）

定時制課程 ３月２８日（月）

ウ 選抜結果の発表

全日制課程 ３月２４日（木）正午

定時制課程 ３月２９日（火）正午

(3) 応募資格

平成２８年度山口県公立高等学校入学者選抜のための学力検査を受検した者で，

公立高等学校の入学確定者以外のものが応募できる。

なお，定時制課程については，学力検査を受検しなかった者も応募できる。

(4) 出 願

出願は，第一次募集に準じて行う。

(5) 面接・小論文・実技検査等

第二次募集において，面接を実施する。また，小論文・実技検査を実施できる。

(6) 選 抜

選抜は，第一次募集に準じて行う。
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県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要領（概要）

１ 募 集

(1) 応募資格

障害の程度が，学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３の

表に規定する程度の者で，次の各号のいずれかに該当するものが応募できる。

ア 特別支援学校中学部の卒業者及び平成２８年３月卒業見込みの者

イ 中学校の卒業者及び平成２８年３月卒業見込みの者

ウ 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９５条の各号のいずれ

かに該当する者

(2) 入学定員

入学定員は，山口県教育委員会が別に定める。

２ 出 願

(1) 願書の受付

２月１日（月）から２月１２日（金）午前１０時までとする。

(2) 志願者は，出身学校長を経て入学願書及び調査書(いずれも各学校所定のもの)を

受付期間中に，志願先学校の校長に提出する。

３ 検 査

検査は，３月２日（水）に各学校において実施する。

４ 選 抜

選抜は，出身学校長から送付された調査書その他必要な書類，選抜のため各学校が

実施する諸検査の結果等を資料として，校長が行う。

５ 選抜結果の処理等

(1) 校長は，３月１０日（木）午前１０時に各学校で合格者を発表するとともに，出

身学校長及び本人に通知する。

(2) 第二次募集は，第一次募集の選抜の結果，定員に満たない学校について，次によ

り実施する。

ア 出願の期間

３月１０日（木）から３月１６日（水）午後３時までとする。

イ 第一次募集で出願した学校に出願することはできない。

ウ 第二次募集を実施する学校及び募集人員については，３月１０日（木）正午

以降，県教育委員会（TEL 083-933-4615）に問い合わせること。

エ 二次検査

３月１７日（木）に各学校において実施する。

オ 二次発表

３月２２日（火）午前１０時に各学校で合格者を発表するとともに，出身学

校長及び本人に通知する。
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意見交換

番号 件　　　　　名 主　管　課

1
世界スカウトジャンボリーの成果を活かした本県教育振興の取組に
ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別冊資料

世界スカウトジャン
ボリー開催支援室
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